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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】断熱箱体の上部に圧縮機が配設された冷蔵庫で
あっても重心を低く設けることができ、設置時の安定性
を向上させることができる冷蔵庫を提供する。
【解決手段】外箱１２と内箱１４との間に断熱部１５が
形成された断熱箱体１１と、断熱箱体１１の内部に設け
られた貯蔵室を冷却する冷却器４１，４２と、冷却器４
１，４２に供給する冷媒を圧縮する圧縮機４５と、圧縮
機４５の吐出側に接続された凝縮器４６とを備えた冷蔵
庫１０において、断熱部１５には真空断熱パネル６０の
みが配設され、断熱箱体１１の上部に圧縮機４５が配設
されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外箱と内箱との間に断熱部が形成された断熱箱体と、前記断熱箱体の内部に設けられた
貯蔵室を冷却する冷却器と、前記冷却器に供給する冷媒を圧縮する圧縮機と、前記圧縮機
の吐出側に接続された凝縮器とを備えた冷蔵庫において、
　前記断熱部には真空断熱パネルのみが配設され、前記断熱箱体の上部に前記圧縮機が配
設されていることを特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
　前記断熱箱体の下部に位置する前記真空断熱パネルは、前記断熱箱体の上部に位置する
真空断熱パネルより肉厚に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　前記凝縮器が、前記断熱箱体の上部に配設されていることを特徴とする請求項１又は２
に記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　前記冷却器からの除霜水を貯留する蒸発皿が、前記断熱箱体の底部に配置された前記真
空断熱パネルより下方に配設されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に
記載の冷蔵庫。
【請求項５】
　前記断熱箱体の背面上部は、上方に行くほど前方へ向かって傾斜する傾斜面をなし、前
記傾斜面の上方に前記圧縮機を配設する機械室が設けられていることを特徴とする請求項
１～４のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【請求項６】
　前記機械室の底面を構成する底板が、前記外箱の左右の側板に固定されていることを特
徴とする請求項５に記載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷蔵庫の外郭を構成する断熱箱体の上部に圧縮機を配設した冷蔵庫に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、冷蔵庫の最下部の貯蔵室の収容量を増加させるため、冷凍サイクルの一部を
構成する圧縮機を断熱箱体の上部に配設する冷蔵庫が提案されている（例えば、下記特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１１８７９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような冷蔵庫は、外箱と内箱との間に設けられた断熱部に発泡ウレタンなどの軽
い断熱材を配設して断熱箱体が構成されているため、重量の大きな圧縮機が断熱箱体の上
部に配置されることで冷蔵庫全体の重心が高くなり、設置時の安定性が損なわれるという
問題がある。
【０００５】
　本発明は上記問題を考慮してなされたものであり、圧縮機を断熱箱体の上部に配置して
も、冷蔵庫の重心を低く設けることができ、設置時の安定性を向上させることができる冷
蔵庫を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明に係る冷蔵庫は、外箱と内箱との間に断熱部が設けられた断熱箱体と、前記断熱
箱体の内部に設けられた貯蔵室を冷却する冷却器と、前記冷却器に供給する冷媒を圧縮す
る圧縮機と、前記圧縮機の吐出側に接続された凝縮器とを備えた冷蔵庫において、前記断
熱部には真空断熱パネルのみが配設され、前記断熱箱体の上部に前記圧縮機が配設されて
いることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明では、上記構成により、断熱箱体の上部に圧縮機が配設された冷蔵庫であっても
重心を低く設けることができ、設置時の安定性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る冷蔵庫の断面図である。
【図２】図１に示す冷蔵庫の冷凍サイクルを示す図である。
【図３】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図４】本発明の変更例に係る冷蔵庫の断面図である。
【図５】図４のＢ－Ｂ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面に基づき本発明の１実施形態について説明する。
【００１０】
　本実施形態の冷蔵庫１０は、図１に示すように、前面が開口する断熱箱体１１の内部に
貯蔵空間が形成され、貯蔵空間は断熱仕切壁１６によって上方の冷蔵空間２０と下方の冷
凍空間３０とに区画されている。
【００１１】
　冷蔵空間２０は、さらに仕切壁２１によって上下に区画され、上部空間に複数段の載置
棚２３を設けた冷蔵室２２が設けられ、下部空間に引き出し式の収納容器２５を配置する
野菜室２４が設けられている。冷凍空間３０には、比較的小容積の自動製氷機を備えた製
氷室３２と小型冷凍室（不図示）を左右に併設しており、その下方には冷凍室３６が設け
られている。
【００１２】
　冷蔵室２２の前面開口部は、断熱箱体１１の一側部の上下に設けられたヒンジにより回
動自在に枢支された冷蔵室扉２６により閉塞されている。野菜室２４、製氷室３２、小型
冷凍室及び冷凍室３６の前面開口部は、引き出し式扉２７，３３，３７により閉塞されて
いる。各引き出し式扉２７，３３，３７の裏面側に固着した左右一対の支持枠に収納容器
２５，３４，３８が保持されており、開扉動作とともに該支持枠が貯蔵室の内側壁に配設
された摺動レールを摺動することで、収納容器２５，３４，３８が庫外に引き出されるよ
うに構成されている。
【００１３】
　断熱箱体１１の背面上部には、下方に凹んだ段差部１１ａが設けられており、この段差
部１１ａの上方に冷凍サイクル４０の一部を構成する圧縮機４５が収納される機械室４７
が配置され、段差部１１ａの前方であって断熱箱体１１の上面には凝縮器４６が配設され
ている。
【００１４】
　冷凍サイクル４０は、図２に示すように、圧縮機４５の吐出側に凝縮器４６及び防露パ
イプ５９を介して三方弁４８が接続されている。三方弁４８から二股に分かれた冷媒流路
の一方には冷蔵キャピラリチューブ４９及び冷蔵用冷却器４１からなる冷蔵側回路が接続
され、他方の冷媒流路には冷凍キャピラリチューブ５０、冷凍用冷却器４２、とからなる
冷凍側回路が接続されている。
【００１５】
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　三方弁４８は、凝縮器４６により放熱液化された冷媒を冷蔵側回路及び冷凍側回路へ切
り替えて分流し、また、冷蔵側回路及び冷凍側回路への該冷媒供給を遮断する。冷蔵側回
路及び冷凍側回路は、圧縮機４５の吸込側に接続されており、各冷却器４１，４２を流れ
た冷媒が再び圧縮機４５に取り込まれることで、冷媒は冷凍サイクル４０内を循環する。
【００１６】
　なお、図１における符号３９は、冷蔵用冷却器４１及び冷凍用冷却器４２からの除霜水
を受けて貯留し蒸発処理するための蒸発皿であり、断熱箱体１１の下方に配置されている
。
【００１７】
　冷蔵空間２０の背面には、ダクトカバー５３と背面カバー５４が配設されており、ダク
トカバー５３と断熱箱体１１の後面との間にダクト５１が形成され、背面カバー５４と断
熱箱体１１の後面との間に形成された空間に冷蔵用冷却器４１や送風ファン４３が収納さ
れている。また、冷凍空間３０の背面には、背面カバー５５が配設されており、背面カバ
ー５５と断熱箱体１１の後面との間に形成された空間に冷凍用冷却器４２や送風ファン４
４が収納されている。
【００１８】
　そして、冷蔵用冷却器４１で生成された冷気は、送風ファン４３の回転駆動によってダ
クト５１を介して冷蔵室２２及び野菜室２４に導入されることで、冷蔵空間２０を所定温
度に冷却する。冷凍用冷却器４２で生成された冷気は、送風ファン４４の回転駆動によっ
て背面カバー５５に設けられた吹出口５２より製氷室３２、小型冷凍室及び冷凍室３６に
導入されることで、冷凍空間３０を所定温度に冷却する。そして、冷蔵空間２０及び冷凍
空間３０を冷却し終えた冷気は、再び冷却器４１，４２に戻され冷却される。
【００１９】
　上記構成の冷蔵庫１０において、その外郭をなす断熱箱体１１は、鋼板からなる外箱１
２と、外箱１２の内部に各貯蔵室２２，２４，３２，３６を形成する内箱１４と、真空断
熱パネル６０とを備え、外箱１２と内箱１４との間に形成された空間のうち、少なくとも
断熱部１５には真空断熱パネル６０のみが配設されている。
【００２０】
　より詳細には、内箱１４には、図３に例示するような載置棚２３やダクトカバー５３な
どの構造物を断熱箱体１１の庫内側に配設するために凹凸部５６が設けられている。断熱
箱体１１の庫内側に配設される構造物としては、載置棚２３やダクトカバー５３以外にも
、例えば、背面カバー５４、５５や、引き出し式扉２７，３３，３７の裏面側に固着した
左右一対の支持枠を摺動可能に保持する摺動レールや、冷蔵室２２内を照明する庫内灯な
どが挙げられ、これらの構造物を取り付けるため、載置棚２３やダクトカバー５３の場合
と同様、内箱１４には凹凸部５６が設けられている。
【００２１】
　断熱部１５は、外箱１２と内箱１４との間に形成された空間であって、凹凸部５６を除
く内箱１４の外側面（すなわち、内箱１４における外箱１２との対向面）１４ａを覆う領
域に設けられている。この断熱部１５には、真空断熱パネル６０のみが配設されており、
発泡ウレタンなどの発泡断熱材が配設されていない。
【００２２】
　図１に示すように、内箱１４を介して冷凍空間３０を臨む下部断熱部１５ｂは、内箱１
４を介して冷蔵空間２０を臨む上部断熱部１５ａに比べて断熱箱体１１の厚さ方向の長さ
寸法が大きく設定されており、下部断熱部１５ｂに配設される真空断熱パネル６０は、上
部断熱部１５ａに配設される真空断熱パネル６０より肉厚に設けられている。
【００２３】
　真空断熱パネル６０は、綿状のガラス繊維（グラスウール）からなるコア材と、アルミ
ニウム箔と合成樹脂のラミネートフィルムを製袋した厚みが７０～１２０μｍのガスバリ
ア容器とを備え、コア材を収納したガスバリア容器の内部を０．０３～３０Ｐａ程度に真
空排気した状態でガスバリア容器の端部が密着され封止されている。
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【００２４】
　なお、冷蔵庫１０の上部に配置された上部断熱部１５ａと、冷蔵庫１０の下部に配置さ
れた下部断熱部１５ｂとでは、配設される真空断熱パネル６０の厚さが異なるが、ガスバ
リア容器に収納するコア材の厚さを変更したり、あるいは、複数の真空断熱パネル６０を
重ね合わせることで、上部断熱部１５ａと下部断熱部１５ｂに配設される真空断熱パネル
６０の厚さを変更してもよい。
【００２５】
　また、外箱１２と内箱１４との間に形成された空間であって、断熱部１５以外の領域、
例えば、凹凸部５６や隅角部５７には、発泡ウレタンが発泡充填されたり、あるいは発泡
スチロールなどの発泡断熱成形体が配設されている（図３参照）。
【００２６】
　つまり、凹凸部５６を除いて、内箱１４を介して各貯蔵室２２，２４，３２，３６を臨
む領域には、断熱箱体１１の厚さ方向にわたって真空断熱パネル６０のみが配設されてお
り、実質的に真空断熱パネル６０によって断熱箱体１１の断熱性能が確保されている。
【００２７】
　なお、上記した本実施形態では、凹凸部５６や隅角部５７に発泡断熱成形体を配設した
が、発泡断熱成形体に換えて真空断熱パネル６０が凹凸部５６や隅角部５７に配置されて
も良い。
【００２８】
　また、冷蔵空間２０を形成する内箱１４と冷凍空間３０を形成する内箱１４との間には
、真空断熱パネル６０や発泡断熱成形体を配設して、断熱仕切壁１６を形成している。
【００２９】
　以上のように本実施形態の冷蔵庫１０では、断熱部１５に発泡ウレタンなどに比べて比
重の大きな真空断熱パネル６０のみが配設されているため、重量物である圧縮機４５を断
熱箱体１１の上部に配設しても、冷蔵庫１０の重心を低い位置に設けることができ、設置
時の安定性を向上させることができる。
【００３０】
　しかも、冷蔵庫１０の下部に位置する下部断熱部１５ｂに配設される真空断熱パネル６
０は、冷蔵庫１０の上部に位置する上部断熱部１５ａに配設される真空断熱パネル６０よ
り肉厚に設けられているため、更に冷蔵庫１０を低重心化することができ、設置時の安定
性をより一層向上させることができる。
【００３１】
　また、本実施形態の冷蔵庫１０では、断熱箱体１１の上部に凝縮器４６が配設されてい
るため、圧縮機４５と凝縮器４６とを接続する接続管を配管しやすくなるとともに、凝縮
器４６は真空断熱パネル６０より比重が小さいため、更に冷蔵庫１０を低重心化すること
ができ、設置時の安定性をより一層向上させることができる。
【００３２】
　また、本実施形態の冷蔵庫１０では、冷凍用冷却器４２からの除霜水を貯留する蒸発皿
３９が、断熱箱体１１の下方に配設されているため、広い領域に蒸発皿３９を設けること
で蒸発皿３９の高さ寸法を小さく設定することができ、真空断熱パネル６０をより広範囲
にわたって配設することで断熱箱体１１からの熱漏洩を抑えることができる。
【００３３】
　なお、上記した実施形態では、断熱箱体１１の背面上部に下方に凹んだ段差部１１ａを
設け、この段差部１１ａの上方に圧縮機４５を収納する機械室４７を設けたが、例えば、
図４及び図５に示すように、断熱箱体１１の背面上部を上方に行くほど前方へ向かって傾
斜する傾斜面１１ｂに設け、この傾斜面１１ｂの上方に機械室４７を設けてもよい。
【００３４】
　このような場合、傾斜面１１ｂの上方において機械室４７の底面を構成する底板４７ａ
が外箱１２の左右の側板１２ａに固定され、底板４７ａ及び外箱１２に囲まれた空間に機
械室４７が設けられている。機械室４７の内部には、圧縮機４５と凝縮器４６とこれらを
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冷却するための放熱ファン５８が冷蔵庫の幅方向に並べて配置されている。
【符号の説明】
【００３５】
１０…冷蔵庫　　　　　　１１…断熱箱体　　　　　　１１ａ…段差部
１２…外箱　　　　　　　１４…内箱　　　　　　　　１４ａ…外側面
１５…断熱部　　　　　　１５ａ…上部断熱部　　　　１５ｂ…下部断熱部
１６…断熱仕切壁　　　　２０…冷蔵空間　　　　　　２２…冷蔵室
２３…載置棚　　　　　　２４…野菜室　　　　　　　３０…冷凍空間
３２…製氷室　　　　　　３６…冷凍室　　　　　　　３９…蒸発皿
４０…冷凍サイクル　　　４１…冷蔵用冷却器　　　　４２…冷凍用冷却器
４５…圧縮機　　　　　　４６…凝縮器　　　　　　　４７…機械室
５１…ダクト　　　　　　５２…吹出口　　　　　　　５３…ダクトカバー
５４…背面カバー　　　　５５…背面カバー　　　　　５６…凹凸部
５７…隅角部　　　　　　５８…放熱ファン　　　　　６０…真空断熱パネル

【図１】 【図２】
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【図５】
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